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 日 時 ： 令和７年１１月１１日（火）午後２時００分 

 場 所 ： 交野市役所 本館３階 第二委員会室 

 

 



令和７年度 第１回交野市国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１．開会    令和７年１１月１１日（火）午後２時００分 

 

２．閉会    令和７年１１月１１日（火）午後３時００分 

 

３．出席委員  会長  前波 艶子 

        副会長 青山 雅宏 

        委員   東  恵美 

委員  河辻 和文 

        委員  小菓 裕成 

        委員  佐嶌 英則 

        委員  新庄 士郎 

        委員  長井 輝臣 

        委員  羽尻 昌功 

        委員  波戸 良光            

委員  山口 由美子 

         

４．事務局   市長 山本 景（挨拶のみ） 

市民部長 小川 暢子 

市民部次長 菅 和美 

医療保険課長 堤下 栄基 

医療保険課長代理 亀井 香織 

医療保険課長代理 村田 奈美 

医療保険課係長 中田 学 

 

５．議事案件  ・開 会 

         １.委員の委嘱 

２.会長、副会長の選任 

・報告 

１．令和６年度国民健康保険特別会計決算案について 

２．令和６年度特定健康診査・特定保健指導等の取組について 

        ・その他 

１．交野市国民健康保険特定健康診査等実施計画及びデータヘルス計画につい

て 

２．国保運営に係る取り組みの進捗管理について 

 

６．議事内容 

・配布資料   交野市国民健康保険運営協議会規則、令和７年度交野市国民健康保険運営協議



会委員名簿、マイナ保険証リーフレット、令和 7年度第 1回国民健康保険運営

協議会資料 

・当日配布資料 次第 

 

小川部長：定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第 1回交野市国民健康保険運営協議会を

始めさせていただきたいと思います。 

本日は、第 1回国民健康保険運営協議会を招集いたしましたところ、公私なにかとご多忙

の中にもかかわらず、ご参集賜りまして誠にありがとうございます。また、この度は、令

和７年度から新たに３年間、本市国民健康保険運営協議会委員にご就任賜りまして、あり

がとうございます。 

   まず初めに、山本市長から委嘱状を交付させていただきます。 

 

（山本市長から出席委員 11名に委嘱状を交付） 

 

小川部長：それでは、開会に先立ちまして、山本市長よりご挨拶申し上げます。 

 

山本市長：みなさん改めましてこんにちは市長の山本でございます。交野市国民健康保険運営協議会

の開催に際しましてごあいさつ申し上げます。委員の皆様方におかれましては、今後も運

営協議会の委員としてご活躍されますことを心から期待をしているところでございます、

よろしくお願いいたします。 

本日につきましては、令和６年度の国保の決算等の報告と聞いております。令和６年度か

ら大阪府下におきましては国保の統一保険料が導入されており、令和７年度も統一保険料

でございます。本市におきましては、結果といたしましてそれまでの間、市の基金などを

活用いたしまして、保険料を抑制してまいったところでございます。その抑制も許されず、

統一の保険料となることによりまして高い水準での保険料となったがために、市民の皆様

には多くのご負担をお願いする結果となったところでございます。 

実は今年度の夏に大阪府との意見交換がありまして、交野市は辞退させてもらいたいので

すが、いまのところ府の見解といたしましては市にはメリットはないと、長期的には保険

の安定には繋がるとの回答ではありましたが、今極めて大きい負担を市民の皆様にお願い

をしているということは、私といたしましては重く受け止めなければならないと思ってお

ります。逆に介護保険に関しましては独自にさまざまな取り組みもできていることがあり

まして、大阪府下３３市の中におきまして、交野市では標準的な保険料は５千円台と一番

安い市でございます。市といたしましては今後も市民の皆様の声を聴いた上でしっかり、

国民健康保険については適切な運営をしていきたいとは思っておりますが、約５億円程度

の基金がこの国保会計にはありますが、その５億円の基金をどうするのか検討していきた

いとは思っております。 

また併せまして、データヘルス計画につきましてはその他の案件で本日上程させていただ

くところでございます。 

目下、市民のみなさまの健康寿命に関しましては男性が約 81歳、女性が 85歳という状況



で、平均いたしましたら大阪府下の 33 市で一番長い市が交野市でございます。市といた

しましてもできる限り市民の皆様がより健康で長生きをしてもらいたいと思っておりま

す。その中で果たすべき国保の役割は極めて大きいというふうに思っております。 

本日は保険医の皆様にお越しいただいておりますので、皆様にはしっかり連携、協力いた

しまして、私としましてもできるかぎり市民の皆様がより過ごしやすい、そして長生きで

きる交野市を目指してまいりたいと思っておりますので、ぜひ皆様からのご指導、ご鞭撻

を変わらず今後も賜れたらと思っておりまして、簡単ではありますが協議会開催にあたり

ましての市を代表しましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

小川部長：ありがとうございました。なお、山本市長におきましては、他の公務がございますので、

これをもちまして退席させていただきます。 

 

（山本市長 退席） 

 

小川部長：さて、本日の協議会でございますが、交野市国民健康保険運営協議会規則第３条の規定に

より、本協議会委員の任期が本年３月で終了し、４月より新たに、本協議会委員にご就任

をいただいたところでございます。 

   そのため、現在会長が不在となっていることから、会長が選任されるまでの間の進行を事

務局で進めさせていただきますので、ご了承の程、よろしくお願いいたします。 

 まず今回、ご就任いただきました委員の皆様を、事前に配布しております本運営協議会委

員名簿の順にご紹介させて頂きます。 

  

   公益代表委員といたしまして、前波委員、青山委員、山口委員 

  次に、被保険者代表委員といたしまして、新庄委員、河辻󠄀委員、東委員 

  次に、保険医・保険薬剤師代表委員といたしまして、小菓委員、波戸委員、佐嶌委員、 

   羽尻委員 

  最後に、被用者保険等保険者代表といたしまして、長井委員 

  なお、公益代表、古賀委員、被保険者代表、西川委員におかれましては本日欠席とのご連    

絡をいただいております。    

   委員のご紹介は以上でございます。 

   続きまして、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

  市民部次長兼臨時特別給付金推進室長の菅でございます。 

   医療保険課長の堤下でございます。 

   医療保険課課長代理の亀井でございます。 

   医療保険課課長代理兼保険事業係長の村田でございます。 

    医療保険課保険・年金係長の中田でございます。 

最後に、私、市民部長の小川でございます。 

    皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 



    それでは次に、案件に入ります前に、事務局より資料の確認をさせていただきます。 

 

堤下課長：事前にお配りしました本日の資料ですが、「交野市国民健康保険運営協議会規則」、「令和

７年度交野市国民健康保険運営協議会委員名簿」、カラー印刷の「マイナ保険証リーフレ

ット」、報告資料として「資料１」が５枚６ページ、「資料２」が３枚６ページとなってお

ります。また、「本日の次第」を１枚、机上に配布させていただいております。 

過不足等ございませんでしょうか。 

 

小川部長：それでは、改めまして、只今から令和７年度第１回国民健康保険運営協議会を開催いたし

ます。まず委員の出席状況を事務局からいたします。 

 

堤下課長：本日の出席状況を報告いたします。 

２名の欠席の連絡がございました。現在委員定数１３名中１１名の出席となっておりま

す。そのため、交野市国民健康保険運営協議会規則第７条により、本運営協議会は成立し

ております。以上で報告を終わります。 

 

小川部長：それでは次に、次第の１、「会長・副会長の選任について」でございますが、本日配布し

ております交野市国民健康保険運営協議会規則及び交野市国民健康保険運営協議会委員

名簿をご参照ください。会長・副会長の選任につきましては、交野市国民健康保険運営協

議会規則第４条の規定により、公益代表委員より選出することとなっております。 

公益を代表する委員の方は４名いらっしゃいますが、選出の方法はどのようにいたしま 

しょうか。 

 

河辻󠄀委員：事務局一任でよろしいかと思います。  

 

小川部長：ただいま、事務局一任との提案をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

小川部長：特にご異議がないようですので、事務局より選出させていただきます。会長は前回に引き

続き、前波委員にお願いしたいと思います。また、副会長には、青山委員にお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

小川部長：ご異議がないようでございますので、会長に前波委員、副会長に青山委員を選出すること

に決しました。会長・副会長におかれましては、席のご移動よろしくお願いいたします。 

 

（前波会長、青山副会長 席の移動） 



小川部長：それでは、前波会長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

前波会長：ただいま皆様のご指名いただきまして、会長に就任させていただきます社会福祉協議会長          

     の前波でございます、どうぞよろしくお願い申し上げます。なにぶん僭越ではございます

けれども皆様のご協力をいただきながらこの会議がスムーズに進行できますようにご協

力をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

小川部長：ありがとうございました。これまで議事進行を事務局でさせていただきましたが、これ以

降の議事進行につきましては、前波会長にお願いしたいと存じます。 

 

前波会長：本日は、公私なにかとご多忙の中、本協議会にご出席賜り、厚くお礼申し上げます。 

まず始めに、会議録署名委員の指名ですが、本協議会規則第 13 条により、議長が指名す

ることになっておりますので、公益を代表する山口委員、被保険者を代表する河辻委員を

指名いたします。よろしくお願いいたします。 

次に、本日の会議は公開の対象となりますが、傍聴を希望されている方がおられれば、公

開としたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

前波会長：特にご異議がないようですので会議は公開と致します。傍聴希望者が居られれば入室して

もらってください。 

 

堤下課長：本日の協議会につきましては、傍聴希望者はないことをご報告いたします。 

  

前波会長：それでは次第に沿って、すすめさせていただきます。まず、報告案件 1 点目「令和６年度

国民健康保険特別会計決算（案）について」事務局より報告願います。 

 

堤下課長：それでは、「令和６年度国民健康保険特別会計の決算案について」ご報告いたします。 

着座にて失礼します。１ページをご覧ください。 

まず、決算状況の前に被保険者数等の状況等として、交野市の人口・世帯数と被保険者数

及び国保世帯数の比較と対前年度比などを、各年３月末時点で記載しております。 

表をご覧ください。 

交野市の人口及び世帯数は、人口で 10 人増、世帯数で 469 世帯増加しておりますが、国

民健康保険に関しては前年度に引き続き、７５歳を迎え、後期高齢者医療保険へ移行とな

ることに加え、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大により減少が続いております。 

国民健康保険の被保険者数は 11,795 人と、昨年度末と比べまして 637 人の減少、また、

世帯数は 8,063 世帯と前年より 321 世帯減少しております。 

次に、マイナ保険証の利用登録者数及び利用率についてです。 

こちらにつきましては、昨年までは掲載をしておりませんでしたが、マイナ保険証の情報



について、委員の皆さまと情報共有するため、新たに掲載しております。 

国保加入者のうち、63.51％の 7,540 人がマイナンバーカードと保険証の紐づけをされて

おり、マイナ保険証として使用できる状態にされております。そのうち、28.16％の方が、

実際に医療機関等において保険証として使用されているという状況でございます。 

次の１－２ですが、保険料収納額等について記載しております。保険料収納率が令和６年

度現年分の収納率が 96.15％と前年度より 0.38 ポイント減少しております。 

滞納繰り越し分につきましては、31.77％と前年度より 0.78 ポイント減少しております。 

次の２ページですが、医療費の状況といたしまして、一人当たりの医療費の額を示させて

いただいております。令和６年度は一人当たり４５万１６０円と前年より若干ですが多く

なっております。 

医療費につきましては、医療の高度化等により年々増加している傾向にあります。 

    前年であれば一万円以上上がっておりましたが、今回は５９２円で一人当たりの額自体

は、多少少なくなってはいるものの、年々伸びていっているという状況でございます。 

３ページ、A３横長の資料をご覧ださい。 

まず、一番下の「よって歳入歳出差引額残額は」という部分をご覧ください。 

令和６年度の決算といたしまして歳入が７２億５千４７２万２千２５１円、歳出が 

７２億４千２７７万４３０円で、令和６年度の決算としまして、１千１９５万１千８２１

円の黒字となっております。 

歳入の表ですが、一番上の保険料です。予算より７千６３５万６千５３８円不足しており

ます。予算額につきましては、大阪府が統一基準に基づく推計から算出された額でござい

まして、実際は、被保険者数の減少等により保険料総額の減少が影響しているものでござ

います。 

７千６００万円以上の差が出ているというところで、保険料の収入合計といたしまして１

４億９千９３５万９４６２円の保険料収入となっております。 

保険料の収納率については、１ページの１－２でも少し触れましたが、現年度分が

96.15％、滞納繰越分が 31.77％でございました。 

     ３ページに戻りまして国庫支出金でございますが、昨年の１２月２日から保険証の発行

を終了し、資格確認証・資格情報のお知らせを発行することに伴います、システム改修を

行いましたので、システム改修費用について、国の負担による歳入となります。 

続きまして、府支出金でございますが、療養の給付費・療養費、特定健康診査、保健事業

等について、大阪府より給付される「普通交付金」と、本市の国民健康保険に対する取組

を評価され、交付金として交付される保険者努力支援分等の「特別交付金」等がございま

す。４億１千８２５万３千４５３円の減少理由としては、被保険者の減少に伴い、全体保

険給付費等が予算を下回ったため、交付金も減少となっております。 

財産収入については、財政調整基金の利子を計上しておりましたが、令和５年度から一般

会計での歳入となっておりますので、予算額としては計上しておりますが、歳入はありま

せん。 

     次に繰入金でございます。 

「一般会計繰入金」と「財政調整基金繰入金」が、ございます。 



「一般会計繰入金」は、保険料の負担の緩和を図るとともに、国民健康保険の財政基盤の

安定に資するために、国や大阪府から一般会計に交付される、「保険基盤安定制度分」「職

員の給与費」等がございまして、一般会計から繰り入れられるといったものでございます。

その他、国民健康保険が負担した出産育児一時金の３分の２を繰り入れることとされてい

る、「出産育児一時金」等がございます。 

     「財政調整基金繰入金」の内訳と基金残高について、一番下の表「財政調整基金積立額」

をご覧ください。 

支出金額の欄ですが、８４２万６千６９４円の基金を取り崩しているものでございます。

この取り崩した額ですが、こちらにつきましては大阪府下の統一保険料が高いといわれて

いる中で、統一保険料を下げるため、被保険者一人当たり６８１円に、被保険者数でその

当時の被保険者数１万２千３７４人掛けた額を大阪府に収めるため、基金の取り崩しを行

いました。 

     繰越金につきましては、前年度令和５年度からの繰越金でございます。なお、この表の一

番下コメ印にありますとおり、繰越金は地方財政法第７条の規定により、２分の１を下ら

ない金額を基金として積み立てることが定められておりますので、２分の１強の８１０万

円を基金に積み立てております。 

以上、歳入合計としましては、７２億５千４７２万２千２５１円が歳入でございます。 

予算額に対する執行率は、93.41％でございました。 

次に、歳出でございます。総務費の内訳でございますが、職員給料や職員手当などの人件

費、印刷製本費等の需用費、郵便料等の役務費、被保険者証等の印刷・封入封緘業務委託

などの支出や基金への積立て８１０万円、徴収に関する費用、当協議会に関する費用につ

きまして、支出を行っております。 

     次に、保険給付費でございますが、通常病院にかかる療養給付費や、はり・きゅう・あん

ま・マッサージにかかる療養費、また、高額な医療費にかかる高額療養費が大半を占めて

いるところでございます。医療費につきましては、２ページの「※参考：医療費の状況」

で触れましたが、１人当たりの費用額については、４５０，１６０円と、前年度の４４９，

５６８円から５９２円と若干増加しております。 

次に、国民健康保険事業費納付金でございますが、国民健康保険の広域化によりまして、

大阪府に納める納付金でございます。この納付金につきましては、被保険者から収納しま

した保険料や、納付の対象となる一般会計からの繰入金を大阪府に納付するものです。 

納付金の額につきましては大阪府下、各市町村ごとに定められており、この費用によって

大阪府の国民健康保険が運営されております。 

     次の保健事業費でございますが、取組については、特定健康診査や特定保健指導、また、

保健事業にかかる費用でございます。支出金額は９千５６７万８千２８８円となっており

ます。 

     最後に、諸支出金でございますが、保険料の還付金及び令和５年度に交付された補助金等

を精算し、返納が必要となる国庫や府支出金について、予備費を充当して支出しました。 

以上、歳出合計としまして、７２億４千２７７万４３０円でございます。 

予算額に対する執行率は 93.25％となっております。 



 

以上、歳入歳出、差引きしまして、１千１９５万１千８２１円の黒字となり令和７年度に

繰り越しを行うものでございます。 

また、令和７年度におきまして、１,２００万円の半分、おおむね２分の１の６００万円

を本年度、令和７年度に基金への積み立てを行う予定としております。 

 

     以上、簡単ではございますが令和６年度の決算見込みについての報告を終わらせていた

だきます。 

 

前波会長：はい、ありがとうございました。 

     ただいまの報告について何かご質問はございませんでしょうか？ 

 

羽尻委員：２ページ目なんですけれども、総医療費及び受診件数の対前年度比の割合が違うように思

うのですが、いかがですか。 

 

堤下課長：正しくは、総医療費が 94.27％、受診件数については 91.84％でございます。 

申し訳ございません。 

 

前波会長：よろしいですか。 

 

長井委員：決算の歳入、歳出に関してその中の歳出の中の保険給付ですけども、令和６年度の執行率 

が非常に低い９１％ということなんですけども、執行率が低いということは一概に良いこ 

ととは言えないかもしれないのですが、例えば何か特別な理由があるのかなと。被保険者 

数があまり変わっていないのにそこが大きく下がっているのはなぜかなと。予算を高く見 

すぎていたとか、それはまた今年あるいは来年度の予算に影響してくる関連してくるよう 

なことが何か原因としてあるのであれば、来年度の予算を検討するときに考えとかないと 

いけないと思うので、わかる範囲で教えていただきたい。        

 

堤下課長：保険給付の費用の予算を組む際には過去５年分の保険給付の実績を元に出さしていただ

いておるところでございます。過去の平均から出さしていただいたものが令和６年度では

５２億３千万円ということでございます。基本的に高額療養費等々、医療に係るものにつ

きましては実際に翌年度の増減というのはなかなか金額としては見込みが難しいところ

がございまして、現状は過去の実績の平均を出しまして、そこから平均の伸び率で計算を

して予算の方を組ましていただいているところでございます。その結果が、令和６年度は

５２億ということになってございます。実際のところは４７億というところで実績はやや

少なかったという結果になっているというところではございます。 

 

長井委員：今後もそれでやっていくのですか。 

 



堤下課長：大阪府への納付金といったものであれば、大阪府から示されるのですが、実際に医療費が

どれだけかかるのかというのは過去の実績のほうから算出していくという組み方で、来年

度予算につきましても進めていきたいと考えております。 

 

長井委員：数字上のことでこうなっていると、実態として例えばこういった療養費のうちのここは上

がっているとか下がっているとかそういったことではないんですね。 

 

堤下課長：事務的な部分も確かにあるところもございます、詳細のところで療養諸費、審査手数料、

とか高額療養費それぞれございまして、それぞれにつきまして過去の実績の方から平均値

を出す、また伸び率を出していくとうところの合計額が一番左の A の欄の予算額になっ

ております。その中で傾向としてこういった病気が最近増えているからというところを特

に考慮したものではないですので、やはり平均であったりとか伸び率であったりとかそう

いったところから予算措置をさせていただいているところでございます。 

 

長井委員：色々と出していくのか、分けてみてどうなっているのか、あるいはトータル一人あたり４

５万とそれがどうなっているのか、こういった部分で加味されたほうがいいような気がし

ますが、これは意見として申し上げます。 

 

前波会長：他にございませんでしょうか？ 

     質問がないようですので続きまして報告案件２件目、令和６年度特定健康診査、特定保健

指導等の取組みについて事務局より報告お願いいたします。 

 

村田課長代理：令和６年度特定健康診査・特定保健指導等の取組みについて説明させていただきます。 

資料4ページをご覧ください。特定健康診査は、平成20年度より医療保険者に実施が義

務付けられた健診であり、内臓脂肪型肥満に加え、糖尿病や高脂血症、高血圧症など

の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、実施しております。 

下の表のところですけれども、令和６年度の対象者に関しましては昭和２４年４月１

日から昭和６０年３月３１日生まれの交野市国民健康保険加入者としております。健

康診査の実施方法としましては、加入者の方には、４月上旬に受診券と健診案内パン

フレットを送付しております。受診場所につきましては市内医療機関、ゆうゆうセン

ター、地区公民館等の大きく３か所から選択いただけます。医療機関健診におきまし

ては大阪府医師会様と集合契約しているので、市内だけではなく、大阪府下の約４,５

００か所の医療機関にて、無料で受診していただける形となっております。 

また、集団健診においては、５～３月にゆうゆうセンターでの健診を年３２回実施、

地区健診におきましては、私部、星田、倉治、梅が枝の４地区の公民館等にて開催し、

星田地区のみ２回開催で計５回の健診を実施しております。費用は原則無料ですが、

集団健診におきましては希望者には５００円で心電図検査を実施しております。 

特定健診受診者数及び受診者のうち心電図検査受診者数の内訳は表に記載の通りとな

っております。令和６年度の特定健診受診率は右側の受診率の欄で 38.4％となってお



りまして、令和５年度の 35.5％より増加しましたが、国や市の目標値には至りません

でした。 

続きまして、令和６年度の受診率向上に向けた取組についてご説明いたします。 

市内医療機関におきましては、特定健診受診勧奨用のポスターやチラシを配布させて

いただいて、受診勧奨等の協力依頼を実施しております。次に、市のSNSを利用しまし

て、スマートフォン等活用している世代に向けても勧奨を行っております。また、お

おさか健活マイレージ「アスマイル」という健康アプリを活用しまして、特定健診受

診者には、市町村ポイントとして３,０００円相当の電子マネー等の付与を行いまし

た。地区健診におきましては、はがきでの勧奨に加え地域の回覧で健診の実施周辺地

域への受診勧奨を行い地域のみなさまにもご協力をお願いしていました。令和６年度

からは交野市国保の年度途中加入者に対しても、加入翌月には健診受診券を全員に送

付する形で受診勧奨を行いました。 

続きまして、５ページをご覧ください。２－２特定保健指導について説明させていた

だきます。特定保健指導につきましては内臓脂肪の蓄積に加え、対象者の持つ血糖・

血圧・脂質・喫煙のリスク数に応じた個別の保健指導を行い、その要因となっている

生活習慣の改善を促し、生活習慣病の発症の予防に努める取組みとなっております。 

特定保健指導対象者の選定方法につきましては、リスク要因に応じて動機付け支援、

積極的支援に大きく２分類しまして、それぞれ約３か月間の支援を行います。実際の

令和６年度の対象者及び指導終了者は表に記載のとおりとなっております。 

令和６年度の特定保健指導実施率は 73.5％となっており、前年度の 72.3％より微増

ではありますが増加しております。参考に集団及び個別健診の内訳も記載しておりま

す。令和６年度につきましては目標値を 80％に設定しておりまして、そこには至って

おりませんので、今後さらなる実施率の向上を目指してまいります。 

特定保健指導の令和６年度の利用率向上に向けた取組としましては、集団健診におき

ましては当日計測した血圧・腹囲が基準値を超えている方に対しては、日常の生活指

導とあわせて後日保健指導をご案内させていただく旨の利用勧奨を行いました。個別

の医療機関におきましても、特定保健指導対象者への保健指導利用勧奨チラシの配布

協力を依頼しております。次に、人間ドック補助金交付の申請事業がありますが、こ

ちらの人間ドックの結果をご提出いただく際にそのまま窓口で人間ドックの結果によ

る保健指導対象者に対し、申請窓口にて保健指導の実施を行いました。 

また、健診結果送付させていただく際にＩＣＴ（オンライン型）による保健指導の利

用勧奨チラシを同封し、土日や夜間しかお時間のない方でも、スマートフォン等にお

いて、ご自宅で保健指導が実施できる体制を確保しております。 

続きまして、５ページの人間ドック補助金の交付制度についてご説明いたします。こ

ちらは特定健診の受診率の向上及び、健康の保持増進を図るために令和６年度よりオ

プションによるがん検診の補助も含んだ人間ドック及び脳ドックの受診者に対し受診

費用の補助を行っております。令和６年度の申請件数及び補助額は表に記載のとおり

です。 

 



前波会長：ありがとうございます。 

   ただいまの報告について何かご質問はございませんでしょうか。 

     ないようですので、それでは最後に事務局からの他の案件について説明をお願いいたし 

ます。 

 

村田課長代理：資料６ページ、その他の案件についてご報告させていただきます。３－１交野市国

民健康保険特定健康診査等実施計画及び、データヘルス計画についてでございま

す。こちらは令和５年度に策定しました６か年計画に基づき、毎年度、計画推進審

議会において、特定健診や各種保健事業の課題分析等を踏まえた進捗管理を行い、

計画に沿った事業実施を進めてまいります。令和８年度においては中間報告を行う

予定としております。 

続きまして、３－２国保運営に係る取組の進捗管理についてご説明いたします。     

こちらはお配りしている資料の PDCAサイクルに基づく進捗管理表と併せてご覧くだ

さい。 

令和６年度より大阪府内市町村国保において、保険料率をはじめとする「府内統一

基準」を定めまして、大阪府で１つの国保としての運営を行っております。府内統

一の基本的な考えを共有するために策定された大阪府国民健康保険運営方針におき

まして、市町村の効率的な事業運営の継続的な改善、都道府県の趣旨のさらなる進

化を図る観点から運営方針に基づく取組状況について進捗管理を行うことが規定さ

れています。 

別紙の PDCAサイクルに基づく進捗管理表のとおり、全市町村で取り組む項目とし

て、「保険料の目標収納率達成に向けた取組」や、保険給付の適正な実施として「第

三者行為の求償」「過誤調整」の取組、国の交付金をより多く獲得するための事業目

標について、各市町村の実施状況を自己点検し、その結果を府内で共有すること

で、他市町村の事例を参考に、未達成の項目の改善を図ることを狙いとしておりま

す。現段階では令和７年度の中間評価でございますが、本市におきましては表の通

り実施状況の欄に〇と×で状況を示しております。×の項目がいくつかございます

が、特に５ページの項番９保険者努力支援制度評価点獲得事業につきまして、こち

らは国の交付金の獲得目標になっておりますが、交付金の交付基準に満たない等の

理由で標記上×になっております。事業としては実施しており、一部事業内容の工

夫等も行っておる状況でございます。引き続き、他市での事業実施体制も参考の

上、達成に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

また年度末には期末評価を行いますので、改めてご報告いたします。 

報告は以上です。 

 

前波会長：ありがとうございました。 

     ただいまの説明について何かご質問はございませんでしょうか。 

     ご質問がないようですので、これで終了させていただきます。 

なお会議録等の文書整理につきましては会長に一任ということでご異議ございません



か。 

 

（異議なしの声） 

 

前波会長：ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。 

     閉会の前に事務局から連絡があります、事務局お願いいたします。 

 

堤下課長：事務局からの連絡事項として、次回の運営協議会の開催について連絡いたします。 

     運営協議会は年度で２回開催いただいておりますが、次回につきましては例年２月に開

催しておりますので、令和８年２月に予定しております。 

     内容といたしましては、翌年度令和８年度の保険料率、また、令和８年度の国民健康保険

特別会計予算についての報告等を予定しております。 

     なお、開催日時につきましては、令和８年２月１０日火曜日の午後からお願いたしたい 

と思っております。 

正式開催通知等につきましては、時期が近づきましたらご通知させていただきますので、 

よろしくお願いいたします。以上になります。 

 

前波会長：ありがとうございます。 

     以上をもちまして、本運営協議会を終了させていただきます。 

     本日は貴重なお時間を頂戴し、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。 

     これにて閉会とさせていただきます。 

     お疲れ様でございました。 
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